
三

改　

正　

後

改　

正　

前

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
三
十
八
条　

（
略
）

第
三
十
九
条　

（
略
）

２　
　

（
略
）

第
三
十
八
条　

（
略
）

２　
　

（
略
）

３

事
業
者
は
、

第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、

労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用

保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、

健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康

の
保
持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、

前
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
評
価
の
記
録
、

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び

前
項
の
規
定
に
基
づ
く
評
価
の
結
果
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ

っ
て
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一二三　

常
時
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、

又
は
備
え
付
け
る
こ
と

。
書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電

磁
的
記
録
媒
体

（
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、

磁
気
的
方
式
そ
の

他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る

記
録
で
あ
っ
て
、

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、

か
つ
、

各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の

内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

４　
　

（
略
）

４　
　

（
略
）

第
三
十
九
条　

（
略
）

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

事
業
者
は
、

同
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、

第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
記
録
及
び
前
項
の
規
定
に
基

づ
き
講
ず
る
措
置
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
っ
て
労
働
者
に
周

知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者
は
、

第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、

労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用

保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、

健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康

の
保
持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

３

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）



事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、

か
つ
、

各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器

を
設
置
す
る
こ
と
。

三二　

書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

一　

常
時
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と

　
 

。
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